
空き家等バンク　運用イメージ

※担当事業者とは・・・空き家の売買等に係る媒介を担当する
事業者

群馬県宅地建物取引業協会 館林支部
または全日本不動産協会　群馬県本部

※協会とは・・・
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④申請内容の審査結果及び

台帳への掲載有無の通知

⑭宅地建物取引業法第35条に規定する現地等調査

⑥利用申込

町（行政）

③所有者からの申請内容を明

和町空き家等登録台帳へ登録

①明和町空き家等登録台帳へ

の申請 ②申請内容の審査

（現地調査等）

⑤ホームページ等へ空き家

等情報を掲載

（掲載期間は掲載した年度

から翌年度末まで 最長２

年）

⑨当該空き家の担当候補事業

者の選定を依頼

⑩担当候補事業者を回答
⑪担当候補事業者の結果報告

⑫担当事業者を１社指定し

報告

⑬担当事業者を通知

⑮売買等の交渉

⑯交渉開始の報告

⑱交渉結果の報告

⑲ホームページから空き家の

掲載取消しを通知

⑦利用者からの申請内容を

明和町空き家等登録台帳へ

登録

⑰空き家等登録台帳及び

ホームページ等へ

交渉開始の登録及び記載

⑲契約成立の場合

（掲載期間満了時）

ホームページ等から掲載取

消及びその旨を空き家等登

録台帳へ登録

⑬担当事業者を通知

⑮売買等の交渉（交渉期間６ヶ月を上限）

⑳契約不成立の場合

その旨を空き家登録台帳へ

登録及びホームページ等か

ら交渉開始を削除した上で

継続掲載
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⑧売買等の目的となる空き家が適合した場合
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